
39,393,000

2,791,000

単位

事業者

今後の方向性

Ⅰ：事業規模拡大
Ⅱ：改善しながら継続
Ⅲ：現状のまま継続
Ⅳ：事業規模縮小
Ⅴ：事業廃止
Ⅵ：事業終了

Ⅵ
財源内訳

新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を活用した令和５年度単年度事業であ
る。

今後の取組方針

70

42,184,000

42,001,823支出済額（円）

基本政策 第1章　基本政策１　みんなにやさしく誰もが幸せを感じるまち【福祉健康】

施策領域 第3節　障がい者福祉

施策項目 施策１　障がい者福祉の充実

事業 一般事務（障がい者福祉課）

年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度 令和９年度

予算
・
決算

一般財源

特定財源

予算現額（円）

□国・県の制度　 □国・県の制度＋市独自の制度　 ■市独自の制度

実施形態 ■市が直接実施  □一部委託  □全部委託・指定管理  □その他

根拠法令等 新座市障がい福祉サービス等事業所物価高騰対策支援金交付要綱

第５次新座市総合計画実施計画　事務事業評価シート
（対象：令和５年度実施事業）

１　事業基礎情報（Ｐｌａｎ）

２　事業実績（Ｄｏ）

３　事業評価（Ｃｈｅｃｋ）

４　事業の今後の方向性・取組方針（Ａｃｔｉｏｎ）

障がい者福祉事務に係る事務等
また、エネルギー・食料品価格等の物価高騰の影響を受けた障がい福祉サービス事業者に
対し、物価高騰対策支援金を支給する。

事業の実施状況
Ａ：計画以上に実施
Ｂ：計画どおりに実施
Ｃ：計画どおりに実施できず

事業の必要性
【市民ニーズ】

Ａ：高まっている
Ｂ：変わらない
Ｃ：薄れている

事業の効率性
【見直す余地】

Ａ：余地はない
Ｂ：余地はある

施策への貢献度
Ａ：貢献している
Ｂ：やや貢献している
Ｃ：貢献の度合いが低い事業概要

事業の成果・分析

所属 障がい者福祉課

Ｂ
Ｂ

Ａ

Ａ
新型コロナウイルス感染症の影響による物価高騰に直面する障がい福祉サービスを提供し
ている事業者に対して支援を行うことができた。

実施根拠

指標名

不用額等（円） 182,177

執行率（％） 99.57%

実施内容

障がい者福祉事務に係る事務等
また、エネルギー・食料品価格等の物価高騰の影響を受けた障がい福祉サービス事業者に
対し、物価高騰対策支援金として１事業所当たり１０万円を支給した。

年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度 令和９年度

活動
指標
・
成果
指標

物価高騰対策支援金



11,072,000

0

単位

人

人

回

回

今後の方向性

Ⅰ：事業規模拡大
Ⅱ：改善しながら継続
Ⅲ：現状のまま継続
Ⅳ：事業規模縮小
Ⅴ：事業廃止
Ⅵ：事業終了

Ⅲ
財源内訳

障がい者就労支援センター運営委員会議は、外部の視点から意見又は助言を求めるために
行っており、委員からの意見を今後の障がい者就労支援センター業務の充実のために活か
すようにする。
障がい者職場実習については、登録者の特性や能力、職業適性を図り、就労支援に資する
ため今後も実施してゆく。
職場訪問等に関しては、就労中の障がい者に対する巡回訪問等を行い、今後も職場に定着
できるように支援する。
センター通信発行については、障がい者就労支援センター事業の実施状況を知らせるため
に、今後も発行する。今後の取組方針

13

11,072,000

10,750,286支出済額（円）

基本政策 第1章　基本政策１　みんなにやさしく誰もが幸せを感じるまち【福祉健康】

施策領域 第3節　障がい者福祉

施策項目 施策１　障がい者福祉の充実

事業 障がい者就労支援センター運営

年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度 令和９年度

予算
・
決算

一般財源

特定財源

予算現額（円）

□国・県の制度　 □国・県の制度＋市独自の制度　 ■市独自の制度

実施形態 ■市が直接実施  □一部委託  □全部委託・指定管理  □その他

根拠法令等 新座市障がい者就労支援センター設置規則

第５次新座市総合計画実施計画　事務事業評価シート
（対象：令和５年度実施事業）

１　事業基礎情報（Ｐｌａｎ）

２　事業実績（Ｄｏ）

３　事業評価（Ｃｈｅｃｋ）

４　事業の今後の方向性・取組方針（Ａｃｔｉｏｎ）

障がい者の就労と社会参加を目的として、通所施設利用者を含め、就労意欲のある障がい
者を対象に、特性や適性を把握し、雇用に向けた様々な支援を実施するとともに、就労後
における職場での定着に向けた支援を行う。

事業の実施状況
Ａ：計画以上に実施
Ｂ：計画どおりに実施
Ｃ：計画どおりに実施できず

事業の必要性
【市民ニーズ】

Ａ：高まっている
Ｂ：変わらない
Ｃ：薄れている

事業の効率性
【見直す余地】

Ａ：余地はない
Ｂ：余地はある

施策への貢献度
Ａ：貢献している
Ｂ：やや貢献している
Ｃ：貢献の度合いが低い事業概要

事業の成果・分析

所属 障がい者福祉課

Ｂ
Ｂ

Ａ

Ａ
障がい者就労支援センター運営委員会議は、外部の視点から意見又は助言を求めるために
行っており、委員からの意見を今後の障がい者就労支援センター業務の充実のために活か
している。
障がい者職場実習については、登録者の特性や能力、職業適性を図り、今後の就労支援に
資することができた。
職場訪問等に関しては、就労中の障がい者に対する巡回訪問等を行い、職場と登録者の意
見を伺い、今後も定着できるように支援することができた。
センター通信発行については、障がい者就労支援センター事業の実施状況を知らせるため
に発行した。

実施根拠

指標名

不用額等（円） 321,714

執行率（％） 97.09%

実施内容

１　障がい者就労支援センター運営委員会議
　　令和５年７月１９日（水）に開催
２　障がい者職場実習
　　庁舎内・外実習、不要紙類回収作業実習、企業実習
３　職場訪問等（職場巡回・定着支援等）
４　センター通信発行

年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度 令和９年度

活動
指標
・
成果
指標

センター通信発行 3

障がい者職場実習 延べ606

職場訪問等 242

障害者就労支援セン
ター運営委員会議



168,529,000

128,703,000

単位

件

件

人

人

今後の方向性

Ⅰ：事業規模拡大
Ⅱ：改善しながら継続
Ⅲ：現状のまま継続
Ⅳ：事業規模縮小
Ⅴ：事業廃止
Ⅵ：事業終了

Ⅱ
財源内訳

令和６年１０月から後期高齢者医療制度加入者の現物給付が導入されることにより、受給
者にとって利便性向上が見込まれるとともに、事務負担の軽減が期待される。今後は制度
の周知を図りつつ、埼玉県において重度心身障がい者医療費助成の対象範囲についての検
討が行われていることからその動向を注視しつつ、制度の充実に向けて検討していく。

今後の取組方針

62,450

297,232,000

280,178,963支出済額（円）

基本政策 第1章　基本政策１　みんなにやさしく誰もが幸せを感じるまち【福祉健康】

施策領域 第3節　障がい者福祉

施策項目 施策１　障がい者福祉の充実

事業 医療費助成

年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度 令和９年度

予算
・
決算

一般財源

特定財源

予算現額（円）

□国・県の制度　 ■国・県の制度＋市独自の制度　 □市独自の制度

実施形態 ■市が直接実施  □一部委託  □全部委託・指定管理  □その他

根拠法令等 新座市重度心身がい者医療費支給に関する条例　等

第５次新座市総合計画実施計画　事務事業評価シート
（対象：令和５年度実施事業）

１　事業基礎情報（Ｐｌａｎ）

２　事業実績（Ｄｏ）

３　事業評価（Ｃｈｅｃｋ）

４　事業の今後の方向性・取組方針（Ａｃｔｉｏｎ）

障がい者や家族の経済的負担を軽減するため、病院等で診療を受けた場合の各種医療保険
制度による医療費自己負担額の全部または一部を公費負担する。
１　重度心身障がい者医療費助成
２　精神障がい者通院医療費助成

事業の実施状況
Ａ：計画以上に実施
Ｂ：計画どおりに実施
Ｃ：計画どおりに実施できず

事業の必要性
【市民ニーズ】

Ａ：高まっている
Ｂ：変わらない
Ｃ：薄れている

事業の効率性
【見直す余地】

Ａ：余地はない
Ｂ：余地はある

施策への貢献度
Ａ：貢献している
Ｂ：やや貢献している
Ｃ：貢献の度合いが低い事業概要

事業の成果・分析

所属 障がい者福祉課

Ｂ
Ｂ

Ｂ

Ａ
重度心身障がい者医療費助成については、平成２７年１月１日から手帳新規取得時の年齢
による制限が設けられたことにより、近年受給者数、支給金額ともに減少傾向であった
が、令和５年度については引き続き受給者数は減少しているものの、支給金額は前年度と
ほぼ横ばいであった。令和４年１０月から後期高齢者医療制度加入者以外の県内医療機関
での現物給付を導入し、受給者の利便性が向上したことによる影響があると考えられる。
精神医療費助成については、受給者数、支給金額ともに増加傾向であり、医療費助成全体
として、需要の高い事業である。実施根拠

指標名

不用額等（円） 17,053,037

執行率（％） 94.26%

実施内容

１重度心身障がい者に対して、医療費における各種健康保険の自己負担分を助成した。
また、重度心身障がい者医療費受給者の本人負担額について、医療機関等が本人に代わり
市に代行申請した場合と窓口で領収しなかった場合に、手数料又は委託料を支払った。
２精神障がい者等に対して、精神通院医療費の自立支援医療適用後の自己負担額（１割）
を助成した。

年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度 令和９年度

活動
指標
・
成果
指標 精神通院医療費助成受

給者数
1,177

精神通院医療費助成支
給件数

22,253

重度心身障がい者医療
費受給者数

2,438

重度心身障がい者医療
費助成支給件数



32,148,000

6,238,000

単位

時間

時間

回

今後の方向性

Ⅰ：事業規模拡大
Ⅱ：改善しながら継続
Ⅲ：現状のまま継続
Ⅳ：事業規模縮小
Ⅴ：事業廃止
Ⅵ：事業終了

Ⅲ
財源内訳

障がい者の地域での暮らしの支援、障がい者福祉の充実のため、引き続き事業を実施して
いく。

今後の取組方針

8,170

38,386,000

35,214,877支出済額（円）

基本政策 第1章　基本政策１　みんなにやさしく誰もが幸せを感じるまち【福祉健康】

施策領域 第3節　障がい者福祉

施策項目 施策１　障がい者福祉の充実

事業 生活介助

年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度 令和９年度

予算
・
決算

一般財源

特定財源

予算現額（円）

□国・県の制度　 ■国・県の制度＋市独自の制度　 □市独自の制度

実施形態 ■市が直接実施  □一部委託  □全部委託・指定管理  □その他

根拠法令等 埼玉県障害者生活支援事業補助金交付要綱、新座市全身性障がい者介護人派遣事業実施要

第５次新座市総合計画実施計画　事務事業評価シート
（対象：令和５年度実施事業）

１　事業基礎情報（Ｐｌａｎ）

２　事業実績（Ｄｏ）

３　事業評価（Ｃｈｅｃｋ）

４　事業の今後の方向性・取組方針（Ａｃｔｉｏｎ）

障がい者の生活介助に係る次のサービスの提供及び費用の助成を行う。
１　全身性障がい者介護人派遣事業
２　生活サポート事業
３　移送サービス事業

事業の実施状況
Ａ：計画以上に実施
Ｂ：計画どおりに実施
Ｃ：計画どおりに実施できず

事業の必要性
【市民ニーズ】

Ａ：高まっている
Ｂ：変わらない
Ｃ：薄れている

事業の効率性
【見直す余地】

Ａ：余地はない
Ｂ：余地はある

施策への貢献度
Ａ：貢献している
Ｂ：やや貢献している
Ｃ：貢献の度合いが低い事業概要

事業の成果・分析

所属 障がい者福祉課

Ｂ
Ｂ

Ａ

Ａ
全身性障がい者介護人派遣事業は、全身性障がい者の自立した地域生活を支えるため、外
出支援等を行う介護人派遣をとおし、障がい者福祉の充実を図ることができた。
生活サポート事業では、在宅障がい児（者）の地域での生活を支援するため、障害者総合
支援法で規定する介護給付に該当しないサービス（介護者派遣、外出介助等）を受けた費
用を助成することにより、障がい者福祉の充実を図ることができた。
移送サービス事業では、寝たきりの状態等により寝台専用車両等による移送サービスを利
用するものに対して助成金を支給することにより、障がい者福祉の充実を図ることができ
た。

実施根拠

指標名

不用額等（円） 3,171,123

執行率（％） 91.74%

実施内容

障がい者の生活介助を行うための各種助成を行った。
１　全身性障がい者介護人派遣事業
　　利用者数　２１人
２　生活サポート事業
　　利用者数　３１４人
３　移送サービス事業
　　利用者数　３人

年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度 令和９年度

活動
指標
・
成果
指標

２　利用時間数 11,647

３　利用回数（延べ） 20

１　利用時間数



4,279,000

180,000

単位

人

日

今後の方向性

Ⅰ：事業規模拡大
Ⅱ：改善しながら継続
Ⅲ：現状のまま継続
Ⅳ：事業規模縮小
Ⅴ：事業廃止
Ⅵ：事業終了

Ⅲ
財源内訳

重度心身障がい児（者）短期入所委託事業については、引き続き、朝霞地区４市共同で事
業を実施していく。
レスパイトケア事業については、利用の目処がまだ立っていないが、利用があった場合は
対応していく。

今後の取組方針

40

4,459,000

3,865,004支出済額（円）

基本政策 第1章　基本政策１　みんなにやさしく誰もが幸せを感じるまち【福祉健康】

施策領域 第3節　障がい者福祉

施策項目 施策１　障がい者福祉の充実

事業 施設入所委託

年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度 令和９年度

予算
・
決算

一般財源

特定財源

予算現額（円）

□国・県の制度　 ■国・県の制度＋市独自の制度　 □市独自の制度

実施形態 □市が直接実施  □一部委託  □全部委託・指定管理  ■その他

根拠法令等 新座市重症心身障がい児（者）短期入所事業実施要綱

第５次新座市総合計画実施計画　事務事業評価シート
（対象：令和５年度実施事業）

１　事業基礎情報（Ｐｌａｎ）

２　事業実績（Ｄｏ）

３　事業評価（Ｃｈｅｃｋ）

４　事業の今後の方向性・取組方針（Ａｃｔｉｏｎ）

次の障がい者施設入所事業等を行う。
１　重症心身障がい児（者）短期入所事業
２　レスパイトケア事業

事業の実施状況
Ａ：計画以上に実施
Ｂ：計画どおりに実施
Ｃ：計画どおりに実施できず

事業の必要性
【市民ニーズ】

Ａ：高まっている
Ｂ：変わらない
Ｃ：薄れている

事業の効率性
【見直す余地】

Ａ：余地はない
Ｂ：余地はある

施策への貢献度
Ａ：貢献している
Ｂ：やや貢献している
Ｃ：貢献の度合いが低い事業概要

事業の成果・分析

所属 障がい者福祉課

Ｂ
Ｂ

Ａ

Ａ
重度心身障がい児（者）短期入所委託事業については、障がい者の各種施設への入所に係
る費用を助成し、障がい者福祉の充実を図った。
レスパイトケア事業については、実績なし。

実施根拠

指標名

不用額等（円） 593,996

執行率（％） 86.68%

実施内容

障がい者の各種施設への入所に係る費用を助成した。
１　重度心身障がい児（者）短期入所委託事業（朝霞地区４市の共同事業）
　　受入人数４０人　延べ利用日数１６８日
２　レスパイトケア事業
　　実績なし

年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度 令和９年度

活動
指標
・
成果
指標

１　延べ利用日数 168

１　受入人数



41,884,000

0

単位

回

人、枚

人

人

今後の方向性

Ⅰ：事業規模拡大
Ⅱ：改善しながら継続
Ⅲ：現状のまま継続
Ⅳ：事業規模縮小
Ⅴ：事業廃止
Ⅵ：事業終了

Ⅲ
財源内訳

障がい者の屋外での活動意欲の高揚を図り、積極的な社会参加を促進するため、福祉タク
シー利用券の交付並びに自動車燃料購入費及び鉄道・バスＩＣカードを引き続き実施す
る。

今後の取組方針

3

41,884,000

38,267,645支出済額（円）

基本政策 第1章　基本政策１　みんなにやさしく誰もが幸せを感じるまち【福祉健康】

施策領域 第3節　障がい者福祉

施策項目 施策１　障がい者福祉の充実

事業 社会参加促進

年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度 令和９年度

予算
・
決算

一般財源

特定財源

予算現額（円）

□国・県の制度　 □国・県の制度＋市独自の制度　 ■市独自の制度

実施形態 ■市が直接実施  □一部委託  □全部委託・指定管理  □その他

根拠法令等 新座市重度心身障がい者福祉タクシー利用料金補助要綱　など

第５次新座市総合計画実施計画　事務事業評価シート
（対象：令和５年度実施事業）

１　事業基礎情報（Ｐｌａｎ）

２　事業実績（Ｄｏ）

３　事業評価（Ｃｈｅｃｋ）

４　事業の今後の方向性・取組方針（Ａｃｔｉｏｎ）

障がい者の社会参加を促進する事業として、福祉タクシー利用料金助成、自動車燃料購入
費助成、鉄道・バス利用料助成を行う。

事業の実施状況
Ａ：計画以上に実施
Ｂ：計画どおりに実施
Ｃ：計画どおりに実施できず

事業の必要性
【市民ニーズ】

Ａ：高まっている
Ｂ：変わらない
Ｃ：薄れている

事業の効率性
【見直す余地】

Ａ：余地はない
Ｂ：余地はある

施策への貢献度
Ａ：貢献している
Ｂ：やや貢献している
Ｃ：貢献の度合いが低い事業概要

事業の成果・分析

所属 障がい者福祉課

Ｂ
Ｂ

Ａ

Ａ
社会参加促進事業については、対象者が4,000人以上おり、年間通じて申請及び問い合わせ
があることから、需要の高い事業であると考えられる。申請受付に当たっては、必要に応
じて申請者への確認をとるなど丁寧な事務執行により、3,390人へ交付した。

実施根拠

指標名

不用額等（円） 3,616,355

執行率（％） 91.37%

実施内容

障がい者の屋外での活動意欲の高揚を図り、積極的な社会参加を促進するため、福祉タク
シー利用券の交付並びに自動車燃料購入費及び鉄道・バスＩＣカードの助成を行った。

年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度 令和９年度

活動
指標
・
成果
指標 鉄道・バスＩＣカード

助成費　交付人数
1,353

福祉ﾀｸｼｰ利用券交付人
数、利用枚数

648、9,700

自動車燃料購入費助成
費　交付人数

1,389

福祉有償運送市町共同
運営協議会　開催回数



17,187,000

0

単位

団体

今後の方向性

Ⅰ：事業規模拡大
Ⅱ：改善しながら継続
Ⅲ：現状のまま継続
Ⅳ：事業規模縮小
Ⅴ：事業廃止
Ⅵ：事業終了

Ⅳ
財源内訳

障がい者等やその家族、地域住民等が自発的に行う活動に対する支援を今後も継続してい
く。
障害者総合支援法の施行に伴う時限的な補助事業である障がい者通所施設体制強化補助金
については、当該補助事業の役割を果たしたため、令和６年度をもって事業廃止予定であ
るが、引き続き障がい福祉サービス事業所への支援を行っていく。

今後の取組方針

4

17,187,000

17,038,676支出済額（円）

基本政策 第1章　基本政策１　みんなにやさしく誰もが幸せを感じるまち【福祉健康】

施策領域 第3節　障がい者福祉

施策項目 施策１　障がい者福祉の充実

事業 団体支援

年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度 令和９年度

予算
・
決算

一般財源

特定財源

予算現額（円）

□国・県の制度　 □国・県の制度＋市独自の制度　 ■市独自の制度

実施形態 ■市が直接実施  □一部委託  □全部委託・指定管理  □その他

根拠法令等 新座市障がい者通所施設体制強化事業補助金交付要綱

第５次新座市総合計画実施計画　事務事業評価シート
（対象：令和５年度実施事業）

１　事業基礎情報（Ｐｌａｎ）

２　事業実績（Ｄｏ）

３　事業評価（Ｃｈｅｃｋ）

４　事業の今後の方向性・取組方針（Ａｃｔｉｏｎ）

次の障がい者福祉団体等に対し、活動経費及び事業運営費の一部負担及び補助を行う。
１　埼玉県障害者スポーツ協会負担金
２　新座市障がい者団体等補助金　６団体
３　障がい者通所施設体制強化補助金　７事業所

事業の実施状況
Ａ：計画以上に実施
Ｂ：計画どおりに実施
Ｃ：計画どおりに実施できず

事業の必要性
【市民ニーズ】

Ａ：高まっている
Ｂ：変わらない
Ｃ：薄れている

事業の効率性
【見直す余地】

Ａ：余地はない
Ｂ：余地はある

施策への貢献度
Ａ：貢献している
Ｂ：やや貢献している
Ｃ：貢献の度合いが低い事業概要

事業の成果・分析

所属 障がい者福祉課

Ｂ
Ｂ

Ａ

Ｂ
障がい者等が仲間と話し合い、自分たちの権利や自立のための社会に働きかける活動（ボ
ランティア等）の支援や、障がい者等に対する社会活動支援を行うため、補助金を交付し
た。補助金交付実績については、解散する団体及びインフルエンザ等感染症の流行により
予定していた事業を中止した団体があり、４団体となっている。
障がい者等やその家族、地域住民等が自発的に行う活動に対する支援を今後も継続する必
要がある。

実施根拠

指標名

不用額等（円） 148,324

執行率（％） 99.14%

実施内容

次の障がい者福祉団体等に対し、活動経費及び事業運営費の一部負担及び補助を行った。
１　埼玉県障害者スポ―ツ協会負担金
２　新座市障がい者団体等補助金　４団体
３　障がい者通所施設体制強化補助金　７事業所

年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度 令和９年度

活動
指標
・
成果
指標

障がい者団体補助金交
付団体



125,841,000

79,289,000

単位

人

人

人

人

今後の方向性

Ⅰ：事業規模拡大
Ⅱ：改善しながら継続
Ⅲ：現状のまま継続
Ⅳ：事業規模縮小
Ⅴ：事業廃止
Ⅵ：事業終了

Ⅲ
財源内訳

障がい者やその家族の経済的負担を軽減を図るため、引き続き重度障がい者福祉手当及び
重度心身障がい者福祉手当の支給を行っていく。

今後の取組方針

1,617／970／0

205,130,000

202,595,536支出済額（円）

基本政策 第1章　基本政策１　みんなにやさしく誰もが幸せを感じるまち【福祉健康】

施策領域 第3節　障がい者福祉

施策項目 施策１　障がい者福祉の充実

事業 福祉手当支給

年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度 令和９年度

予算
・
決算

一般財源

特定財源

予算現額（円）

□国・県の制度　 ■国・県の制度＋市独自の制度　 □市独自の制度

実施形態 ■市が直接実施  □一部委託  □全部委託・指定管理  □その他

根拠法令等 特別児童扶養手当等の支給に関する法律、新座市重度心身障がい者福祉手当支給条例

第５次新座市総合計画実施計画　事務事業評価シート
（対象：令和５年度実施事業）

１　事業基礎情報（Ｐｌａｎ）

２　事業実績（Ｄｏ）

３　事業評価（Ｃｈｅｃｋ）

４　事業の今後の方向性・取組方針（Ａｃｔｉｏｎ）

国の制度に基づき、常時特別の介護を要する重度の障がい者に対し、福祉手当を支給する
とともに、広く重度障がい者の生活向上と福祉増進を図るため、国の制度の対象とならな
い重度の障がい者に対しても、市の制度により、福祉手当を支給する。

事業の実施状況
Ａ：計画以上に実施
Ｂ：計画どおりに実施
Ｃ：計画どおりに実施できず

事業の必要性
【市民ニーズ】

Ａ：高まっている
Ｂ：変わらない
Ｃ：薄れている

事業の効率性
【見直す余地】

Ａ：余地はない
Ｂ：余地はある

施策への貢献度
Ａ：貢献している
Ｂ：やや貢献している
Ｃ：貢献の度合いが低い事業概要

事業の成果・分析

所属 障がい者福祉課

Ｂ
Ｂ

Ａ

Ａ
重度障がい者福祉手当の支給をとおし、経済的負担の軽減を図った。また、前者に該当に
ならない者で一定の条件を満たす者については、重度心身障がい者福祉手当を支給し、障
がい者やその家族の経済的負担の軽減を図った。

実施根拠

指標名

不用額等（円） 2,534,464

執行率（％） 98.76%

実施内容

重度障がい者の生活向上と福祉増進を図るため、手当を支給した。
１　重度障がい者福祉手当（国の制度）
（１）　特別障がい者手当
（２）　障がい児福祉手当
（３）　経過的福祉手当
２　重度心身障がい者福祉手当　（県補助制度）

年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度 令和９年度

活動
指標
・
成果
指標 重度心身障がい者福祉

手当受給者数
2,306

重度障がい者福祉手当
受給者数（者/児/経）

140／81／0

重度心身障がい者福祉
手当延べ人数

28,556

重度障がい者福祉手当
延べ人数(者/児/経)



5,816,000

3,840,000

単位

人

人

件

人

今後の方向性

Ⅰ：事業規模拡大
Ⅱ：改善しながら継続
Ⅲ：現状のまま継続
Ⅳ：事業規模縮小
Ⅴ：事業廃止
Ⅵ：事業終了

Ⅲ
財源内訳

専任手話通訳者が令和５年度末で１人退職し、１人体制になった。事業の実施のために
は、２人体制が適正であるため、人事課を通じて募集を行う。
頻繁な依頼に対応するためには、登録手話通訳者の増員が有効であるため、引き続き手話
通訳者養成講習会及び登録手話通訳者認定試験を実施し、登録手話通訳者の確保に努め
る。

今後の取組方針

2

9,656,000

9,145,041支出済額（円）

基本政策 第1章　基本政策１　みんなにやさしく誰もが幸せを感じるまち【福祉健康】

施策領域 第3節　障がい者福祉

施策項目 施策１　障がい者福祉の充実

事業 手話通訳者派遣センター運営

年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度 令和９年度

予算
・
決算

一般財源

特定財源

予算現額（円）

■国・県の制度　 □国・県の制度＋市独自の制度　 □市独自の制度

実施形態 ■市が直接実施  □一部委託  □全部委託・指定管理  □その他

根拠法令等 新座市手話通訳者派遣事業実施要綱

第５次新座市総合計画実施計画　事務事業評価シート
（対象：令和５年度実施事業）

１　事業基礎情報（Ｐｌａｎ）

２　事業実績（Ｄｏ）

３　事業評価（Ｃｈｅｃｋ）

４　事業の今後の方向性・取組方針（Ａｃｔｉｏｎ）

聴覚障がい者等への情報提供、生活支援及び自己決定の支援のため、聴覚障がい者等から
の申請により手話通訳者を派遣する。
また、手話通訳者養成講習会を開催し、手話通訳者を養成するとともに、登録手話通訳者
認定試験を実施し、登録手話通訳者の増員を図る。

事業の実施状況
Ａ：計画以上に実施
Ｂ：計画どおりに実施
Ｃ：計画どおりに実施できず

事業の必要性
【市民ニーズ】

Ａ：高まっている
Ｂ：変わらない
Ｃ：薄れている

事業の効率性
【見直す余地】

Ａ：余地はない
Ｂ：余地はある

施策への貢献度
Ａ：貢献している
Ｂ：やや貢献している
Ｃ：貢献の度合いが低い事業概要

事業の成果・分析

所属 障がい者福祉課

Ｂ
Ｂ

Ａ

Ａ
３００件を超える手話通訳派遣の依頼に対し、手話通訳者の派遣調整を行い、依頼に応え
た。
また、手話通訳者養成講習会及び登録手話通訳者認定試験を実施し、新座市登録手話通訳
者の増員に努めた。

実施根拠

指標名

不用額等（円） 510,959

執行率（％） 94.71%

実施内容

新座市手話通訳者派遣センターを設置し、聴覚障がい者に対し、手話通訳者を派遣するこ
とにより、聴覚障がい者等への情報提供及び生活支援並びに自己決定の支援を行った。

年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度 令和９年度

活動
指標
・
成果
指標

派遣実績人数 390

登録手話通訳者 14

派遣実績件数 370

専任手話通訳者



955,491,000

2,286,428,000

単位

件

今後の方向性

Ⅰ：事業規模拡大
Ⅱ：改善しながら継続
Ⅲ：現状のまま継続
Ⅳ：事業規模縮小
Ⅴ：事業廃止
Ⅵ：事業終了

Ⅲ
財源内訳

引き続き障がい福祉サービス等の提供及び費用負担を継続し、適正な事務に努める。

今後の取組方針

18,883

3,241,919,000

3,095,711,884支出済額（円）

基本政策 第1章　基本政策１　みんなにやさしく誰もが幸せを感じるまち【福祉健康】

施策領域 第3節　障がい者福祉

施策項目 施策１　障がい者福祉の充実

事業 自立支援

年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度 令和９年度

予算
・
決算

一般財源

特定財源

予算現額（円）

□国・県の制度　 ■国・県の制度＋市独自の制度　 □市独自の制度

実施形態 □市が直接実施  □一部委託  □全部委託・指定管理  ■その他

根拠法令等 障害者総合支援法

第５次新座市総合計画実施計画　事務事業評価シート
（対象：令和５年度実施事業）

１　事業基礎情報（Ｐｌａｎ）

２　事業実績（Ｄｏ）

３　事業評価（Ｃｈｅｃｋ）

４　事業の今後の方向性・取組方針（Ａｃｔｉｏｎ）

障害者総合支援法に基づき、障がい者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができ
るよう、様々な福祉サービス等を提供・費用負担し、総合的な支援を行うとともに、同法
によらない関連事業を市単独事業等で行う。

事業の実施状況
Ａ：計画以上に実施
Ｂ：計画どおりに実施
Ｃ：計画どおりに実施できず

事業の必要性
【市民ニーズ】

Ａ：高まっている
Ｂ：変わらない
Ｃ：薄れている

事業の効率性
【見直す余地】

Ａ：余地はない
Ｂ：余地はある

施策への貢献度
Ａ：貢献している
Ｂ：やや貢献している
Ｃ：貢献の度合いが低い事業概要

事業の成果・分析

所属 障がい者福祉課

Ｂ
Ｂ

Ａ

Ａ
障害者総合支援法に基づき、障がい者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができ
るよう、介護給付費（1,573,845,080円）や訓練等給付費（1,106,651,584円）等、福祉
サービス等の費用を負担することで支援を行うことができた。また、同法によらない関連
事業を市単独事業等で行うことができた。

実施根拠

指標名

不用額等（円） 146,207,116

執行率（％） 95.49%

実施内容

１　障害者総合支援法に基づく自立支援給付
⑴介護給付負担　⑵訓練等給付費負担　⑶地域相談支援　⑷計画相談支援　⑸自立支援医
療費負担　⑹補装具費の支給　⑺療養介護医療費負担　⑻高額障がい福祉サービス費負担
２　市単独事業等
⑴居宅改善整備費助成　⑵ファクシミリ利用料等助成　⑶日常生活用具（補助具）給付
⑷難聴児補聴器購入費補助　⑸日常生活自立支援事業利用料助成　⑹共同生活援助事業費
補助

年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度 令和９年度

活動
指標
・
成果
指標

介護給付・訓練等給付
費等負担金件数



153,371,000

59,001,000

単位

か所

事業所

件

件

今後の方向性

Ⅰ：事業規模拡大
Ⅱ：改善しながら継続
Ⅲ：現状のまま継続
Ⅳ：事業規模縮小
Ⅴ：事業廃止
Ⅵ：事業終了

Ⅲ
財源内訳

引き続き、障がい者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、障害者総
合支援法に基づく地域生活支援事業等として、次の事業を行う。
成年後見制度利用支援事業／相談支援事業／意思疎通支援事業／日常生活用具給付事業／
移動支援事業／地域活動支援センター事業／市町村任意事業／発達障がい児者及び家族支
援事業

今後の取組方針

2

212,372,000

200,514,674支出済額（円）

基本政策 第1章　基本政策１　みんなにやさしく誰もが幸せを感じるまち【福祉健康】

施策領域 第3節　障がい者福祉

施策項目 施策１　障がい者福祉の充実

事業 地域生活支援

年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度 令和９年度

予算
・
決算

一般財源

特定財源

予算現額（円）

□国・県の制度　 ■国・県の制度＋市独自の制度　 □市独自の制度

実施形態 □市が直接実施  □一部委託  □全部委託・指定管理  ■その他

根拠法令等 障害者総合支援法

第５次新座市総合計画実施計画　事務事業評価シート
（対象：令和５年度実施事業）

１　事業基礎情報（Ｐｌａｎ）

２　事業実績（Ｄｏ）

３　事業評価（Ｃｈｅｃｋ）

４　事業の今後の方向性・取組方針（Ａｃｔｉｏｎ）

障がい者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、障害者総合支援法に
基づく地域生活支援事業等として、次の事業を行う。
成年後見制度利用支援事業／相談支援事業／意思疎通支援事業／日常生活用具給付事業／
移動支援事業／地域活動支援センター事業／市町村任意事業／発達障がい児者及び家族支
援事業

事業の実施状況
Ａ：計画以上に実施
Ｂ：計画どおりに実施
Ｃ：計画どおりに実施できず

事業の必要性
【市民ニーズ】

Ａ：高まっている
Ｂ：変わらない
Ｃ：薄れている

事業の効率性
【見直す余地】

Ａ：余地はない
Ｂ：余地はある

施策への貢献度
Ａ：貢献している
Ｂ：やや貢献している
Ｃ：貢献の度合いが低い事業概要

事業の成果・分析

所属 障がい者福祉課

Ｂ
Ｂ

Ａ

Ｂ
サービス利用希望者の増加及び地域特性を踏まえたサービスの提供により、利用件数が増
加している事業が多かったと考えられ、決算額が増加している。
引き続き、安定したサービス提供体制が維持されるよう、サービス提供基盤を充実させる
とともに、サービスの質の向上を図っていきたい。

実施根拠

指標名

不用額等（円） 11,857,326

執行率（％） 94.42%

実施内容

障がい者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、障害者総合支援法に
基づく地域生活支援事業等として、次の事業を行った。
成年後見制度利用支援事業／相談支援事業／意思疎通支援事業／日常生活用具給付事業／
移動支援事業／地域活動支援センター事業／市町村任意事業／発達障がい児者及び家族支
援事業

年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度 令和９年度

活動
指標
・
成果
指標 成年後見制度利用支援

事業（報酬等助成）
7

地域活動支援センター
事業

3

成年後見制度審判申立
て

0

相談支援事業委託



292,602,000

840,244,000

単位

件

今後の方向性

Ⅰ：事業規模拡大
Ⅱ：改善しながら継続
Ⅲ：現状のまま継続
Ⅳ：事業規模縮小
Ⅴ：事業廃止
Ⅵ：事業終了

Ⅲ
財源内訳

引き続き障がい児通所給付費の負担を継続し、適正な事務に努める。

今後の取組方針

13,586

1,132,846,000

1,093,259,603支出済額（円）

基本政策 第1章　基本政策１　みんなにやさしく誰もが幸せを感じるまち【福祉健康】

施策領域 第3節　障がい者福祉

施策項目 施策１　障がい者福祉の充実

事業 障がい児通所支援

年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度 令和９年度

予算
・
決算

一般財源

特定財源

予算現額（円）

■国・県の制度　 □国・県の制度＋市独自の制度　 □市独自の制度

実施形態 □市が直接実施  □一部委託  □全部委託・指定管理  ■その他

根拠法令等 児童福祉法

第５次新座市総合計画実施計画　事務事業評価シート
（対象：令和５年度実施事業）

１　事業基礎情報（Ｐｌａｎ）

２　事業実績（Ｄｏ）

３　事業評価（Ｃｈｅｃｋ）

４　事業の今後の方向性・取組方針（Ａｃｔｉｏｎ）

障がい児の日常生活における基本的な動作の指導や知識技能の付与、集団生活への適応訓
練などを行う障がい児通所施設の利用者に対し、次の支援を行う。
対象事業（市負担率１／４）
児童発達支援／放課後等デイサービス／障がい児相談支援／保育所等訪問支援／高額障が
い児通所給付費負担

事業の実施状況
Ａ：計画以上に実施
Ｂ：計画どおりに実施
Ｃ：計画どおりに実施できず

事業の必要性
【市民ニーズ】

Ａ：高まっている
Ｂ：変わらない
Ｃ：薄れている

事業の効率性
【見直す余地】

Ａ：余地はない
Ｂ：余地はある

施策への貢献度
Ａ：貢献している
Ｂ：やや貢献している
Ｃ：貢献の度合いが低い事業概要

事業の成果・分析

所属 障がい者福祉課

Ｂ
Ｂ

Ａ

Ａ
障がい児通所施設を利用する児童の保護者に対し、児童発達支援（450,509,165円）や放課
後等デイサービス（578,581,344円）等、給付費を負担することで支援を行うことができ
た。

実施根拠

指標名

不用額等（円） 39,586,397

執行率（％） 96.51%

実施内容

障がい児通所施設を利用する児童の保護者に対し、給付費を負担することで支援を行っ
た。

年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度 令和９年度

活動
指標
・
成果
指標

障がい児通所給付費負
担金件数



1,557,000

0

単位

回

回

今後の方向性

Ⅰ：事業規模拡大
Ⅱ：改善しながら継続
Ⅲ：現状のまま継続
Ⅳ：事業規模縮小
Ⅴ：事業廃止
Ⅵ：事業終了

Ⅲ
財源内訳

計画策定年度に関しては、障がい者施策委員会及び地域自立支援協議会において、計画の
策定に関する議事を中心として会議を開催する方針とし、他の年度に関しては、計画の実
施状況の把握及び評価を継続して実施する。
このほか、障がい者施策委員会及び地域自立支援協議会において、それぞれが所掌する事
務において、必要な事項を審議し、障がい者に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図
るとともに、障がい者等への支援の体制の整備を図る。

今後の取組方針

6

1,557,000

1,257,000支出済額（円）

基本政策 第1章　基本政策１　みんなにやさしく誰もが幸せを感じるまち【福祉健康】

施策領域 第3節　障がい者福祉

施策項目 施策１　障がい者福祉の充実

事業 障がい者施策委員会・地域自立支援協議会

年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度 令和９年度

予算
・
決算

一般財源

特定財源

予算現額（円）

□国・県の制度　 ■国・県の制度＋市独自の制度　 □市独自の制度

実施形態 ■市が直接実施  □一部委託  □全部委託・指定管理  □その他

根拠法令等 障害者基本法、障害者総合支援法及び児童福祉法

第５次新座市総合計画実施計画　事務事業評価シート
（対象：令和５年度実施事業）

１　事業基礎情報（Ｐｌａｎ）

２　事業実績（Ｄｏ）

３　事業評価（Ｃｈｅｃｋ）

４　事業の今後の方向性・取組方針（Ａｃｔｉｏｎ）

障がい者に関する施策の総合的かつ計画的な推進について、必要な事項を調査・審議する
ため、障がい者施策委員会を開催する。また、障がい者等への支援体制の整備を図るた
め、地域自立支援協議会を運営する。

事業の実施状況
Ａ：計画以上に実施
Ｂ：計画どおりに実施
Ｃ：計画どおりに実施できず

事業の必要性
【市民ニーズ】

Ａ：高まっている
Ｂ：変わらない
Ｃ：薄れている

事業の効率性
【見直す余地】

Ａ：余地はない
Ｂ：余地はある

施策への貢献度
Ａ：貢献している
Ｂ：やや貢献している
Ｃ：貢献の度合いが低い事業概要

事業の成果・分析

所属 障がい者福祉課

Ｂ
Ｂ

Ａ

Ｂ
各附属機関において検討を重ね、第６次新座市障がい者基本計画並びに第７期新座市障が
い福祉計画及び第３期新座市障がい児福祉計画を策定した。当該基本計画の策定に当たっ
ては、市内障がい者団体（当事者）からの意見を頂く機会として公聴会を開催し、各計画
が調和の取れたものとなるよう合同で会議を開催した。
計画の策定に関する議事を中心として各６回の会議を開催したが、現計画の実施状況の把
握及び評価を実施したほか、地域自立支援協議会の４つの専門部会では、課題別に具体的
な議論や研修を行うことで、施策提言、情報共有及びサービスの質の向上を図ることがで
きた。

実施根拠

指標名

不用額等（円） 300,000

執行率（％） 80.73%

実施内容

障がい者施策委員会では、障がい者に関する施策の総合的かつ計画的な推進について、必
要な事項を審議した。また、地域自立支援協議会では、障がい者等への支援体制の整備に
ついて、必要な事項を審議した。

年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度 令和９年度

活動
指標
・
成果
指標

地域自立支援協議会 6

障がい者施策委員会



2,360,000

0

単位

点

今後の方向性

Ⅰ：事業規模拡大
Ⅱ：改善しながら継続
Ⅲ：現状のまま継続
Ⅳ：事業規模縮小
Ⅴ：事業廃止
Ⅵ：事業終了

Ⅲ
財源内訳

次期計画の策定に関しては、引き続き、障がい者施策委員会又は地域自立支援協議会に諮
問するとともに、本年度の事業の進め方を参考に、計画の策定業務を推進する。
引き続き、業務委託契約による効率化を意識しながら進め、計画の概要版を作成し、計画
書及びその概要版に音声コード「Ｕｎｉ－Ｖｏｉｃｅ」を貼付することにより、当事者へ
の配慮がなされた計画書を整える。

今後の取組方針

3

2,360,000

2,357,300支出済額（円）

基本政策 第1章　基本政策１　みんなにやさしく誰もが幸せを感じるまち【福祉健康】

施策領域 第3節　障がい者福祉

施策項目 施策１　障がい者福祉の充実

事業 障がい者基本計画等策定

年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度 令和９年度

予算
・
決算

一般財源

特定財源

予算現額（円）

□国・県の制度　 ■国・県の制度＋市独自の制度　 □市独自の制度

実施形態 ■市が直接実施  ■一部委託  □全部委託・指定管理  □その他

根拠法令等 障害者基本法、障害者総合支援法及び児童福祉法

第５次新座市総合計画実施計画　事務事業評価シート
（対象：令和５年度実施事業）

１　事業基礎情報（Ｐｌａｎ）

２　事業実績（Ｄｏ）

３　事業評価（Ｃｈｅｃｋ）

４　事業の今後の方向性・取組方針（Ａｃｔｉｏｎ）

障がい者施策に関する基本指針である障がい者基本計画を策定する。また、各種福祉サー
ビスの整備、充実のため障がい福祉計画及び障がい児福祉計画を策定する。

事業の実施状況
Ａ：計画以上に実施
Ｂ：計画どおりに実施
Ｃ：計画どおりに実施できず

事業の必要性
【市民ニーズ】

Ａ：高まっている
Ｂ：変わらない
Ｃ：薄れている

事業の効率性
【見直す余地】

Ａ：余地はない
Ｂ：余地はある

施策への貢献度
Ａ：貢献している
Ｂ：やや貢献している
Ｃ：貢献の度合いが低い事業概要

事業の成果・分析

所属 障がい者福祉課

Ｂ
Ｂ

Ａ

Ｂ
第６次新座市障がい者基本計画並びに第７期新座市障がい福祉計画及び第３期新座市障が
い児福祉計画を策定した。二つの附属機関に諮問した上で策定するとともに、業務委託契
約による効率化を意識しながら進め、過年度からの理念に沿いつつ、最新の国等の動向を
情報収集し、各計画が調和の取れたものとなるように整えた。このほか、計画の概要版を
作成し、計画書及びその概要版に音声コード「Ｕｎｉ－Ｖｏｉｃｅ」を初めて貼付し、当
事者への配慮がなされた計画書を整えることができた。

実施根拠

指標名

不用額等（円） 2,700

執行率（％） 99.89%

実施内容

障がい者施策に関する基本指針である障がい者基本計画を策定した。また、各種福祉サー
ビスの整備、充実のため障がい福祉計画及び障がい児福祉計画を策定した。
計画策定に当たっては、計画書の概要版を作成するとともに、計画書及びその概要版に音
声コード「Ｕｎｉ－Ｖｏｉｃｅ」を貼付した。

年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度 令和９年度

活動
指標
・
成果
指標

計画書等の成果物



23,443,000

0

単位

人

人

今後の方向性

Ⅰ：事業規模拡大
Ⅱ：改善しながら継続
Ⅲ：現状のまま継続
Ⅳ：事業規模縮小
Ⅴ：事業廃止
Ⅵ：事業終了

Ⅲ
財源内訳

施設入所希望者の選択先の一つとして、今後も継続していく。

今後の取組方針

16

23,443,000

23,443,000支出済額（円）

基本政策 第1章　基本政策１　みんなにやさしく誰もが幸せを感じるまち【福祉健康】

施策領域 第3節　障がい者福祉

施策項目 施策１　障がい者福祉の充実

事業 朝霞地区一部事務組合負担金

年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度 令和９年度

予算
・
決算

一般財源

特定財源

予算現額（円）

■国・県の制度　 □国・県の制度＋市独自の制度　 □市独自の制度

実施形態 □市が直接実施  □一部委託  □全部委託・指定管理  ■その他

根拠法令等 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援する法律第５条第７項及び第１１項

第５次新座市総合計画実施計画　事務事業評価シート
（対象：令和５年度実施事業）

１　事業基礎情報（Ｐｌａｎ）

２　事業実績（Ｄｏ）

３　事業評価（Ｃｈｅｃｋ）

４　事業の今後の方向性・取組方針（Ａｃｔｉｏｎ）

新座市・朝霞市・志木市・和光市で構成する朝霞地区一部事務組合事務のうち、「すわ緑
風園」の運営に係る費用を負担する。
構成市の負担割合
（１）人口割　６５％
（２）均等割　３５％

事業の実施状況
Ａ：計画以上に実施
Ｂ：計画どおりに実施
Ｃ：計画どおりに実施できず

事業の必要性
【市民ニーズ】

Ａ：高まっている
Ｂ：変わらない
Ｃ：薄れている

事業の効率性
【見直す余地】

Ａ：余地はない
Ｂ：余地はある

施策への貢献度
Ａ：貢献している
Ｂ：やや貢献している
Ｃ：貢献の度合いが低い事業概要

事業の成果・分析

所属 障がい者福祉課

Ｂ
Ｂ

Ａ

Ａ
朝霞地区一部事務組会の管内である新座市、朝霞市、志木市及び和光市の知的障がい者に
対し、施設入所支援、生活介護等の福祉サービスを提供することができた。
入所者は夜間において、介護が必要な者、入所させながら訓練等を実施することが必要か
つ効果的であると認められるものであり、居住支援の場（夜間）及び日中活動の場（昼
間）を提供することができた。

実施根拠

指標名

不用額等（円） 0

執行率（％） 100.00%

実施内容

新座市・朝霞市・志木市・和光市で構成する朝霞地区一部事務組合事務のうち、「すわ緑
風園」の運営に係る費用を負担した。
構成市の負担割合
（１）人口割　６５％
（２）均等割　３５％

年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度 令和９年度

活動
指標
・
成果
指標

生活介護利用者（年度
末）

16

施設入所支援利用者
（年度末）



88,730,000

1,458,000

単位

日

人

講座

人

今後の方向性

Ⅰ：事業規模拡大
Ⅱ：改善しながら継続
Ⅲ：現状のまま継続
Ⅳ：事業規模縮小
Ⅴ：事業廃止
Ⅵ：事業終了

Ⅲ
財源内訳

地域活動支援センターの運営：個々の障がい状況に注意するとともに、新たな利用者の確
保のため魅力のあるサービスの提供を行っていく。

講座・教室の開催：障がい者向けの講座と市民向けの講座を実施し、障がい者の社会参加
と、市民の理解が深まる講座・教室を行っていく。また、電子申請でも講座の申込みがで
きるように整備し、参加しやすい環境を整える。

今後の取組方針

243

90,188,000

87,210,826支出済額（円）

基本政策 第1章　基本政策１　みんなにやさしく誰もが幸せを感じるまち【福祉健康】

施策領域 第3節　障がい者福祉

施策項目 施策１　障がい者福祉の充実

事業 障がい者福祉センター運営管理

年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度 令和９年度

予算
・
決算

一般財源

特定財源

予算現額（円）

□国・県の制度　 □国・県の制度＋市独自の制度　 ■市独自の制度

実施形態 ■市が直接実施  □一部委託  □全部委託・指定管理  □その他

根拠法令等 新座市障がい者福祉センター条例、新座市障がい者福祉センター規則

第５次新座市総合計画実施計画　事務事業評価シート
（対象：令和５年度実施事業）

１　事業基礎情報（Ｐｌａｎ）

２　事業実績（Ｄｏ）

３　事業評価（Ｃｈｅｃｋ）

４　事業の今後の方向性・取組方針（Ａｃｔｉｏｎ）

障がい者福祉センターでは、障がい者の身体機能の維持向上や社会参加、自立の促進を図
るため、創作活動や機能訓練及び入浴や給食などの障がい者地域活動支援センター事業を
行う。
また、障がい者及び一般市民を対象とした各種の講座、教室を開催し、障がい者への理解
を深めるとともにボランティアの育成を図る。

事業の実施状況
Ａ：計画以上に実施
Ｂ：計画どおりに実施
Ｃ：計画どおりに実施できず

事業の必要性
【市民ニーズ】

Ａ：高まっている
Ｂ：変わらない
Ｃ：薄れている

事業の効率性
【見直す余地】

Ａ：余地はない
Ｂ：余地はある

施策への貢献度
Ａ：貢献している
Ｂ：やや貢献している
Ｃ：貢献の度合いが低い事業概要

事業の成果・分析

所属 障がい者福祉センター

Ｂ
Ｂ

Ａ

Ａ
地域活動支援センターの運営：個々の利用者の障がい状況に応じた行事、機能訓練等を実
施することにより、利用者が相互に人格と個性を尊重し合いながら交流するなど、社会参
加の機会が確保されるよう支援を実施しているので充実したサービスが提供できている。
今後も個々の障がい状況に応じたサービスの提供を図っていく必要がある。

講座・教室の開催：予定どおり講座・教室を開催できた。
より広く市民に理解を広め、ボランティアの参加を促進するため、受講の申込み方法を工
夫するなどして、参加しやすい環境を整えていく必要がある。

実施根拠

指標名

不用額等（円） 2,977,174

執行率（％） 96.70%

実施内容

地域活動支援センターの運営：新座市障がい者福祉センター条例及び同規則に基づき、地
域生活支援事業として地域活動支援センターの運営を行った。

講座・教室の開催：障がい者を対象とした講座を９講座及び障がいの理解を促進するため
の市民を対象とした講座を７講座実施した。

年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度 令和９年度

活動
指標
・
成果
指標 講座・教室出席者数

（延べ）
1,766

地域活動支援センター
通所者数（延べ）

1,586

講座・教室数 16

地域活動支援センター
年間開所日



41,106,000

71,500,000

単位

今後の方向性

Ⅰ：事業規模拡大
Ⅱ：改善しながら継続
Ⅲ：現状のまま継続
Ⅳ：事業規模縮小
Ⅴ：事業廃止
Ⅵ：事業終了

Ⅱ
財源内訳

福祉の里は、平成５年７月１日（こぶしの森は、平成３年６月１日）から供用を開始して
いるが、建築後３０年が過ぎ、老朽化が進んでいる。
また、令和６年度には、機能維持及び利便性向上を図るため、２階にある地域活動支援セ
ンターを１階に移設するなどのレイアウト変更を予定している。
これらの工事を実施しながら、引き続き老朽化対策にも取り組んでいく。

今後の取組方針

112,606,000

14,239,720支出済額（円）

基本政策 第1章　基本政策１　みんなにやさしく誰もが幸せを感じるまち【福祉健康】

施策領域 第3節　障がい者福祉

施策項目 施策１　障がい者福祉の充実

事業 福祉の里施設整備

年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度 令和９年度

予算
・
決算

一般財源

特定財源

予算現額（円）

□国・県の制度　 □国・県の制度＋市独自の制度　 ■市独自の制度

実施形態 ■市が直接実施  □一部委託  □全部委託・指定管理  □その他

根拠法令等 なし

第５次新座市総合計画実施計画　事務事業評価シート
（対象：令和５年度実施事業）

１　事業基礎情報（Ｐｌａｎ）

２　事業実績（Ｄｏ）

３　事業評価（Ｃｈｅｃｋ）

４　事業の今後の方向性・取組方針（Ａｃｔｉｏｎ）

福祉の里の機能維持及び利便性向上を図るための工事等を行う。

事業の実施状況
Ａ：計画以上に実施
Ｂ：計画どおりに実施
Ｃ：計画どおりに実施できず

事業の必要性
【市民ニーズ】

Ａ：高まっている
Ｂ：変わらない
Ｃ：薄れている

事業の効率性
【見直す余地】

Ａ：余地はない
Ｂ：余地はある

施策への貢献度
Ａ：貢献している
Ｂ：やや貢献している
Ｃ：貢献の度合いが低い事業概要

事業の成果・分析

所属 障がい者福祉センター

Ｂ
Ａ

Ａ

Ｂ
ＬＥＤ照明に器具を交換したことにより、省エネが図られるとともに、電灯の交換工事が
不要となるなど、メンテナンス作業の効率化が図られた。
公衆無線ＬＡＮ（Ｗｉ－Ｆｉ）を整備することにより、防災対策を含めて通信環境が整備
された。

実施根拠

指標名

不用額等（円） 98,366,280

執行率（％） 12.65%

実施内容

福祉の里の照明器具の一部をＬＥＤ照明に交換した。
福祉の里に公衆無線ＬＡＮを導入した。

年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度 令和９年度

活動
指標
・
成果
指標


